
 

凡  例 

    ：地区整備計画区域 

    ：低層住宅地区 

    ：沿道住宅地区 

    ：区画道路（6ｍ） 

    ：区画道路（5.2ｍ） 

    ：区画道路（4.5ｍ） 

：水路がない場合＝道路のセンターから両側拡幅 

：水路がある場合（水路に蓋掛けできる）＝水路と道路のセンターから両側拡幅 

：一色排水路側の道路端部から片側拡幅 

：一色排水路支線側の道路端部から片側拡幅 

：市街化区域界から片側拡幅 

：旧名鉄三河線敷地から片側拡幅 

：その他（新設） 

水路がない場合：道路のセンターから両側拡幅 

水路がある場合（水路に蓋掛けできる）：

水路と道路のセンターから両側拡幅 

（見出しの色は左図の路線の色に対応） 

一色排水路側の道路端部から片側拡幅 

一色排水路支線側の道路端部から片側拡

幅 

市街化区域界から片側拡幅 旧名鉄三河線敷地から片側拡幅 

旧名鉄三河線

敷地 

※なお、幅員４ｍまでの取り扱いについては、『西尾市狭
あい道路の整備に係る後退用地等の確保に関する要
綱』によるものとします。 


